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条

例

東
京
都
子
ど
も
を
受
動
喫
煙
か
ら
守
る
条
例
を
公
布
す
る
。

平
成
二
十
九
年
十
月
十
三
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
条
例
第
七
十
三
号

東
京
都
子
ど
も
を
受
動
喫
煙
か
ら
守
る
条
例

た
ば
こ
の
煙
が
た
ば
こ
を
吸
う
人
だ
け
で
な
く
、
周
囲
の
人
の
生
命
及
び
健
康
に
も
悪
影
響
を
及
ぼ

す
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
都
民
の
関
心
を
高
め
、
理
解
を
深
め
、
社
会
全

体
の
共
通
認
識
を
広
げ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

と
り
わ
け
子
ど
も
に
つ
い
て
は
、
自
ら
の
意
思
で
受
動
喫
煙
を
避
け
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
保
護

の
必
要
性
が
高
い
。

ま
た
、
子
ど
も
は
社
会
の
宝
、
未
来
へ
の
希
望
で
あ
り
、
全
て
の
子
ど
も
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環

境
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
社
会
全
体
の
責
務
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
の
下
、
都
に
お
い
て
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
か
ら
の
保
護
を
一
層
図
る
べ
く
、
こ
の

条
例
を
制
定
す
る
。

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
子
ど
も
の
生
命
及
び
健
康
を
受
動
喫
煙
の
悪
影
響
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
子
ど
も
の
心
身
の
健
や
か
な
成
長
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
現
在
及
び

将
来
の
都
民
の
健
康
で
快
適
な
生
活
の
維
持
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

た
ば
こ

た
ば
こ
事
業
法
（
昭
和
五
十
九
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
二
条
第
三
号
に
規
定
す
る

製
造
た
ば
こ
又
は
同
法
第
三
十
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
製
造
た
ば
こ
代
用
品
で
、
喫
煙
用
に
供

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。

二

喫
煙

た
ば
こ
に
火
を
つ
け
、
又
は
こ
れ
を
加
熱
し
、
そ
の
煙
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
。

三

受
動
喫
煙

他
人
が
発
生
さ
せ
る
た
ば
こ
の
煙
又
は
た
ば
こ
を
吸
っ
て
い
る
他
人
の
呼
気
に
含

ま
れ
る
煙
（
肉
眼
で
見
え
る
煙
に
限
ら
ず
、
残
留
す
る
た
ば
こ
の
臭
気
そ
の
他
の
排
出
物
を
含

む
。
）
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
を
い
う
。

条
例
の
あ
ら
ま
し

◉
東
京
都
子
ど
も
を
受
動
喫
煙
か
ら
守
る
条
例
（
条
例
第
七
三
号
）

一

子
ど
も
の
生
命
及
び
健
康
を
受
動
喫
煙
の
悪
影
響
か
ら
保
護
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
に
関

す
る
事
項
を
定
め
ま
す
。

二

受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
い
か
な
る
場
所

に
お
い
て
も
、
子
ど
も
に
受
動
喫
煙
を
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
る
な
ど
、
都
民
の
責
務

に
関
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
。

三

子
ど
も
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を
策
定
す

る
な
ど
、
都
の
責
務
に
関
す
る
規
定
を
設
け
ま
す
。

四

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
〇
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
ま
す
。
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四

子
ど
も

児
童
虐
待
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
二
号
。
以
下
「
児

童
虐
待
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
児
童
を
い
う
。

五

保
護
者

児
童
虐
待
防
止
法
第
二
条
に
規
定
す
る
保
護
者
を
い
う
。

六

家
庭
等

子
ど
も
が
住
所
又
は
居
所
と
し
て
継
続
的
に
居
住
す
る
場
所
を
い
う
。

七

学
校

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
、
小

学
校
、
中
学
校
、
義
務
教
育
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別
支
援
学
校
及
び
高
等
専

門
学
校
並
び
に
同
法
第
百
二
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
高
等
課
程
及
び
一
般
課
程

を
い
う
。

八

児
童
福
祉
施
設

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規

定
す
る
も
の
を
い
う
。

九

関
係
機
関
等

学
校
、
児
童
福
祉
施
設
、
医
療
機
関
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
で
子
ど
も

の
福
祉
に
業
務
上
関
係
の
あ
る
団
体
及
び
学
校
の
教
職
員
、
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
、
医
師
、
歯

科
医
師
、
薬
剤
師
、
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
、
弁
護
士
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
で
子
ど

も
の
福
祉
に
職
務
上
関
係
の
あ
る
も
の
を
い
う
。

（
都
民
の
責
務
）

第
三
条

都
民
は
、
受
動
喫
煙
に
よ
る
健
康
へ
の
悪
影
響
に
関
す
る
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
い
か

な
る
場
所
に
お
い
て
も
、
子
ど
も
に
受
動
喫
煙
を
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

都
民
は
、
都
が
実
施
す
る
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
施
策
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
の
責
務
）

第
四
条

都
は
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
環
境
の
整
備
に
関
す
る
総
合
的
な
施
策
を

策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
推
進
体
制
の
整
備
）

第
五
条

都
は
、
都
民
、
区
市
町
村
及
び
関
係
機
関
等
と
連
携
し
、
及
び
協
力
し
て
、
子
ど
も
の
受
動

喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
必
要
な
施
策
を
推
進
す
る
た
め
の
体
制
を
整
備
す
る
も
の
と
す
る
。

（
家
庭
等
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
等
）

第
六
条

保
護
者
は
、
家
庭
等
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

喫
煙
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
家
庭
等
に
お
い
て
、
子
ど
も
と
同
室
の
空
間
で
喫
煙
を
し
な
い
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
家
庭
等
の
外
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
）

第
七
条

保
護
者
は
、
家
庭
等
の
外
に
お
い
て
も
、
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
な

い
施
設
又
は
喫
煙
専
用
室
そ
の
他
の
喫
煙
の
用
に
供
す
る
場
所
に
、
子
ど
も
を
立
ち
入
ら
せ
な
い
よ

う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
動
車
内
に
お
け
る
喫
煙
制
限
）

第
八
条

喫
煙
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
子
ど
も
が
同
乗
し
て
い
る
自
動
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三

十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
九
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
）
内
に
お
い
て
、

喫
煙
を
し
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
公
園
等
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止
）

第
九
条

喫
煙
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
公
園
（
都
市
公
園
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
十
九
号
）

第
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
自
然
公
園
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
一
号
）
第
二
条
第
一
号

か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
）
、
児
童
遊
園
（
児
童
福
祉
法
第
四
十
条
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。
）
又
は
広
場
等
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
学
校
等
周
辺
の
受
動
喫
煙
防
止
）

第
十
条

喫
煙
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
学
校
、
児
童
福
祉
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
周

辺
の
路
上
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
小
児
医
療
施
設
周
辺
の
受
動
喫
煙
防
止
）

第
十
一
条

喫
煙
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
小
児
科
又
は
小
児
歯
科
の
病
院
又
は
診
療
所
そ
の
他
こ
れ

ら
に
準
ず
る
も
の
の
敷
地
の
外
周
か
ら
七
メ
ー
ト
ル
以
内
の
路
上
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙

防
止
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
啓
発
等
）

第
十
二
条

都
は
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
、
受
動
喫
煙
の
有
害
性
、
禁
煙
の
効
果
及

び
禁
煙
治
療
に
関
す
る
知
識
の
普
及
啓
発
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

２

都
は
、
子
ど
も
の
受
動
喫
煙
を
防
止
す
る
た
め
の
助
言
、
支
援
そ
の
他
の
必
要
な
施
策
を
講
ず
る

も
の
と
す
る
。
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（
教
育
）

第
十
三
条

都
は
、
学
校
教
育
、
社
会
教
育
そ
の
他
の
教
育
の
場
に
お
い
て
、
受
動
喫
煙
の
有
害
性
及

び
受
動
喫
煙
の
防
止
に
関
す
る
教
育
の
推
進
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
条
例
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
検
討
）

２

都
は
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
後
に
、
こ
の
条
例
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て

検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。
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